
企業内での人材育成に取り組む事業主の皆さまへ
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人材開発支援助成金（教育訓練休暇等付与コース・人への投資促進コース＊）
は、労働者の を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発お
よび向上を促進するため、次のễ を用意しています。

ể
３年間にệ の取得が可能な有給の教育訓練休暇を導入し、実際に適用
した事業主に助成（制度導入に対して30 を支給）

Ễ
30 の長期教育訓練休暇の取得が可能な制度を導入し、実際に適用した
事業主に助成（制度導入に対して20 を支給、有給の休暇に対して、１人
につきể טּ 960 1600 （大企業の場合は１人につきể

טּ 760 1200 ） を支給）

ễ

30 の および が可能な制度を
導入し、実際にể 適用した事業主に助成（制度導入に対して20 を
支給）

↑ ҥϐᾯɵɍɫɶɭɶȭ
L060401 ̔02

人材育成支援コース －

ṇ ●

建設労働者認定訓練コース －

建設労働者技能実習コース －

ṇ
ṕ ḭ Ṗ

●

事業展開等リスキリング支援コース －

＊人への投資促進コースは令和４年～８年度の期間限定助成です。
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ể ṇ

人材開発支援助成金とは、事業主等が雇用する労働者に対して、その職務に関連した専門的な知識及び技能の習得を

させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。

ṇ

10時間以上のOFF-JT、新卒者等のために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練、有期契約労
働者等の正社員転換を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練

・事業主
・事業主団体等

雇用保険被保険者

ṇ

有給教育訓練休暇制度ˢ͏ ḧπ͑ ӟ ˣを導入し、労働者がその休暇を取得して訓練を受けた
場合に助成 事業主 雇用保険被保険者

ṇ 令和４年４月～

・高度デジタル人材訓練／成長分野等人材訓練
高度デジタル人材の育成のための訓練や大学院での訓練

事業主 雇用保険被保険者

・情報技術分野認定実習併用職業訓練
IT分野未経験者の即戦力化のためのOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練

・定額制訓練
サブスクリプション型の研修サービスによる訓練

・自発的職業能力開発訓練
労働者が自発的に受講した訓練（訓練費用を負担する事業主に対する助成）

・長期教育訓練休暇等制度
長期教育訓練休暇制度や教育訓練短時間勤務等制度を導入し、労働者がその休暇を取得して
訓練を受けた場合に助成

ṇ 令和４年12月～

事業展開やDX・GXに伴い新たな分野で必要となる知識や技能を習得させるための訓練 事業主 雇用保険被保険者

Ễ ḱ （ ）内は中小企業以外の助成額・助成率

（1人1時間当たり）

OJT

（1人1コース当たり）

賃金要件等を

満たす場合※６

賃金要件等を

満たす場合※６

賃金要件等を

満たす場合※６

人材育成訓練 OFF-JT
760円

（380円）
960円

(480円)

45％（30%）※１

60％※２

70％※３

60％（45%）※１

75％※２

100％※３
－ －

認定実習併用職業訓練
OFF-JT

760円
（380円）

960円
(480円)

45％（30％） 60％（45％） － －

OJT － － － －
20万円

（11万円）
25万円

（14万円）

有期実習型訓練
OFF-JT

760円
（380円）

960円
(480円)

60％※２

70％※３
75％※２

100％※３ － －

OJT － － － －
10万円

（９万円）
13万円

（12万円）

ṇ － － 30万円 36万円 － －

令
和
４
年
４
月
～※

７

高度デジタル人材訓練 OFF-JT
960円

（480円）
－ 75％（60％） － － －

成長分野等人材訓練 OFF-JT 960円※４ － 75％ － － －

情報技術分野認定実習併用
職業訓練

OFF-JT
760円

（380円）
960円

（480円）
60％（45％） 75％（60％） － －

OJT － － － －
20万円

（11万円）
25万円

（14万円）

定額制訓練 OFF-JT － － 60％（45％） 75％（60％） － －

自発的職業能力開発訓練 OFF-JT － － 45％ 60％ － －

長期教育訓練休暇制度
960円※５

（760円）
－※５

（960円）
20万円 24万円 － －

教育訓練短時間勤務等制度 － － 20万円 24万円 － －

ṇ 令和４年12月～※７
OFF-JT

960円
（480円）

－ 75％（60％） － － －

※１ 正規雇用労働者等へ訓練を実施した場合の助成率。 ※２ 非正規雇用の場合の助成率。 ※３ 正社員化した場合の助成率。
※４ 国内の大学院を利用した場合に助成 ※５ 有給休暇の場合のみ助成
※６ 訓練修了後に行う訓練受講者に係る賃金改定前後の賃金を比較して５％以上上昇している場合、又は、資格等手当の支払を就業規則等に規定した上で、訓練修了後に訓練受講者

に対して 当該手当を支払い、かつ、当該手当の支払い前後の賃金を比較して３％以上上昇している場合に、助成率等を加算 ※ ７ 令和８年度末までの時限措置

ể

１



ể קּ ṇ ṇ

ḭצּ ︣ ︣

ṇ
ṕ Ṗ

ṇ
ṕ Ṗ

ṇ
ṕ Ṗ

ṇ
ṕ Ṗ

︣ ḱ ︣

□申請事業主（助成金を受給しようとする者）は、雇用保険適用事業所の事業主であること
□対象労働者（訓練を受講する者）は、申請事業主が設置する雇用保険適用事業所の雇用保険被保険者であること
□申請事業主は、研修や人事の担当課長等を職業能力開発推進者として選任していること

（職業能力開発推進者を選任していない場合は、計画届を提出する日までに選任してください）
□申請事業主は、事業内職業能力開発計画を策定し、雇用する労働者に周知していること

（事業内職業開発計画を策定・周知していない場合は、計画届を提出する日までに策定・周知してください）

こちらのフローチャートは、申請事業主が人材開発支援助成金のどのコース・メニューを利用できるかについ
て、支給要件などを簡易的に示したものです。申請にあたっては、申請を希望するコースやメニューの詳細版
のパンフレットをご覧いただき、詳しい支給要件をご確認ください。

□労働協約または就業規則に規定した制度に基づき、労働者が自発的に訓練を受講すること
□事業主以外の事業主が主催した訓練であること
□①労働者が自発的に受講した訓練経費を負担すること または ②教育訓練休暇制度等を新たに導入・適用すること

צּ אל

□訓練開始日の１か月前までに計画届を労働局に提出すること
□申請事業主が訓練期間中も対象労働者に適正に賃金を支払うこと
□申請事業主が支給申請日までに全額訓練経費を負担すること
□対象労働者の職務に直接関連する訓練であること
□訓練時間数が10時間以上の訓練であること
□①OFF-JTを行うこと または ②OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練を行うこと

OFF-JT OJT לּ

ṇ
ṕ Ṗ

ṇ
ṕ Ṗ

ṇ
ṕ Ṗ

IT分野の訓練

対象労働者が15歳以上45歳未満の労働者（訓練開始日時点）

対象労働者が有期契約労働者等
正社員転換を目的として実施

IT分野以外の訓練

定額受け放題研修サービスによる訓練

OFF- JT לּ

事業展開やDX等に
伴う訓練

高度なデジタル人材を
育成するための訓練

海外の大学院を含む
大学院での訓練

ṇ
ṕ Ṗ

ṇ
ṕ Ṗ

ṇ
ṕ Ṗ

ṇ
ṕ Ṗ ṇ

10時間以上の
OFF-JT

２



Ễ

長期教育訓練休暇制度をより使いやすくするため、令和６年４月１日に改正を行いました。
また、長期教育訓練休暇制度と人への投資促進コース（自発的職業能力開発訓練）を併用しやすくするため、
次の通り、人への投資促進コース（自発的職業能力開発訓練）も改正しました。

～令和６年３月 Ỉ Ệ Ṍ

賃金助成 上限日数

中小企業
6,000円/日 150日

960 / ※１ 1,600 ※２

大企業 760円/時 1,200時間

労働者が柔軟に休暇を取得できるよう、時間単位の休暇を対象とするとともに、中小企業の賃金助成について、
次の表のとおり拡充します。

30 ︣

※１ １日８時間換算で7,680円/日・人に拡充 ※２ １日８時間換算で200日/人に拡充

制度導入後、ể ḭצּ （令和６年４月１日） である
場合は、改正後の支給要領の要件や助成額が適用されます。

例①）令和６年２月１日に計画を提出し、同年３月１日に制度導入、１人目の休暇取得者が
Ệ ể פּ する場合は ṡ Ṣ צּ אל ︣Ḯ

例②）令和６年２月１日に計画を提出し、同年３月１日に制度導入、１人目の休暇取得者が
ễ 10 פּ する場合は ṡ Ṣ צּ אל ︣Ḯ

長期教育訓練休暇を取得する労働者の要件である「事業所の被保険者である期間が１年以上であること」
について、「事業所の被保険者である期間が６か月以上であること」に緩和しました。

「長期教育訓練休暇は10日以上連続して取得する必要がある。ただし、そのうち１回は30日以上連続して
休暇を取得すること」という要件について、「長期教育訓練休暇は、１日単位の休暇を10日以上１回以上
連続して取得する必要がある」に緩和しました。
一方、「合計して30日以上取得すること」という要件は、これまで通り、満たす必要があります。

最低訓練時間数について、これまで「１コースあたりの実訓練時間数が20時間以上であること」としていまし
たが、「１コースあたりの実訓練時間数が10 であること」に緩和します。

対象となる訓練の内容について、ṡ ︡ Ṣも助成対象とします。

צּ ︣ ︣

３



כֿ¸ אל ךּ ḭ Ỉ Ệ ể אל ḱ
שּ צּ ︣Ḯ ︡ḭ ךּ ḭ Ỉ

ễ 31 ḱ ︡ ךּ ḭể צּ Ỉ Ệ
ể ︡ ḭֿכ צּ אל ︣Ḯ

¸この助成金は、予算の範囲内で支給されるものです。 助成金の支給に当たっては厳正な審査を行います。
また、確認項目が多いため、他の助成金よりも支給可否の決定までに時間がかかります。あらかじめご
了承ください。

¸提出された書類だけでなく、事業内職業能力開発計画が策定されていることの確認、訓練等の実施の
確認、制度の実施状況の確認、賃金の支払い状況等について、原本等を確認することがあります。

¸支給要件に照らして申請書や添付書類の内容に疑義がある場合や、審査に協力いただけない場合は、
助成金を支給できません。

¸他の助成金等を受けている場合は、原則として、この助成金を受けることはできません。どちらか一
方を選択していただくことになります。

¸ ḭ טּצּ ︣Ḯ偽りその他不正行為により本来受けることので
きない助成金の支給を受け、または受けようとした場合、助成金は不支給、または支給を取り消しま
す。︣ ︡ ךּ ḭ ḭ צּ ︣ṕ ễṾ ףּ

20Ṿ ṖḮまた、申請代理人が不正受給に関与した場合や不正の事実を知って
いて黙認した場合にも、申請代理人に返還の連帯債務を負って頂きます。

¸この助成金は国の助成金制度ですので、受給した事業主は国の会計検査の対象となることがあります。
対象となった場合はご協力ください。また、 ệ ︡ שּ Ḯךּאל

¸各助成メニューで求める添付書類は、原本から転記および別途作成したものではなく、実際に事業場ご
とに調製し、記入しているもの、または原本を複写機を用いて複写したものを提出するようお願いしま
す。原本から加工・転記したものや別途作成された書類と確認された場合はその書類は無効です。また、
原則として、提出された書類により審査を行います。不正受給を防止する観点から、一度提出された書
類について、事業主の都合などによる差し替えや訂正を行うことはできませんので、慎重に確認した上
で提出するようにしてください。

¸この助成金の支給・不支給決定、支給決定の取消し等は、行政不服審査法上の不服申立ての対象とは
なりません。

近年、厚生労働省から委託を受けたと装って、雇用関係助成金の申請、助成対象の診断、受給額の無料査定を
するといった記載の書面を一方的に送付（FAXなど）し、助成金の活用を勧誘する事業者が存在するとの情報が
寄せられています。

ḱ ṇ ṇ ӷֿכ לּ ︡ ךּ טּ Ḯ

● טּצּ ḭ צּ כֿ טּצּ ︣
これらの事業者は、手数料や報酬などを目的に、本来受けることができない助成金について、受給を提案して

いる可能性があります。経営コンサルタントを名乗る事業者に指南されて虚偽の申請書等を提出した場合はもち

ろん、 ḱ ︣ ḭ צּ
ḭ צּ אל ḭ כֿ טּצּ ︣Ḯ不正受給

を行った場合、事業主は助成金の返還を求められるだけでなく、事業主名が原則公表されるとともに、５年間助
成金が受けられなくなります。十分にご注意ください。

︣ פֿ שּ ךּאל

Ṍ פּ ףּ Ṍ

※ 虚偽の申請や不正行為とは､たとえば､実際には実施していない訓練を実施したかのように偽ったり、雇用契約書な

どを実物とは別に偽造して申請することなどです。 ḭ
אל ךּ︠פֿ ︣Ḯ

̀̀

ễ
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Ṩể

雇用保険法第４条に規定する被保険者

自発的に教育訓練等を受ける労働者に対して与えられる有給休暇（労働基準法第

39条の規定による年次有給休暇を除く。）

自発的に教育訓練等を受ける労働者に対して与えられる休暇であって、長期にわ

たるもの（労働基準法第39条の規定による年次有給休暇及び職業能力開発促進法

第10条の４第２項の規定による有給教育訓練休暇を除く。）

教育訓練、職業訓練、職業能力検定及びキャリアコンサルティング

職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定

労働者の職業の選択、職業生活設計または職業能力の開発及び向上に関する相談

に応じ、助言および指導を行うこと（職業能力開発促進法第2条第5号に規定。

キャリアコンサルタントによるものに限る。）

職業能力開発促進法第30条の３に規定するキャリアコンサルタント（国家資格取

得者）

労働者の過半数で組織する労働組合法（昭和24年法律第174号）第２条に規定す

る労働組合（労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数

を代表する者）

使用者の指揮命令下に置かれる労働時間中に実施される訓練等ではなく、労働時

間以外において労働者の申出により実施される自発的な訓練

登記上に住所を記載している雇用保険適用事業所のこと。ただし、登記上に住所

が記載している事業所が雇用保険適用事業所でない場合は、任意の雇用保険適用

事業所が主たる事業所となる。

教育訓練休暇等付与コース・人への投資促進コース（長期教育訓練休暇等制度）の申請単位は、事業主（企

業）単位です。

複数の雇用保険適用事業所（以下、事業所）を設置している事業主が本助成金の支給を受けるためには、全

ての事業所に制度を導入することが必要です。その場合、「主たる事業所」を管轄する都道府県労働局に対し

て、全ての事業所の書類をまとめて助成金の手続きを行います。

ṨỄ

５



支給対象となる制度

※１

（1人1時間あたり）

ḱ ※2

（1事業主あたり）

賃金要件又は資格

等手当要件を満た

す場合の加算額

賃金要件又は資格

等手当要件を満た

す場合の加算額

－ － 30 6 ※３

960
ṕ760 Ṗ※4

－※3

ṕ200 Ṗ※4 20 4 ※３

－ － 20 4 ※３

Ṩễ

※1 賃金助成は、長期教育訓練休暇の取得日において、当該休暇を取得する被保険者に対して、 ︡
を支払う場合に支給されます。

１人あたりの賃金助成対象時間数の は1600 ṕ 1200 Ṗです。

なお、賃金助成の対象となる被保険者の ︣ טּ Ḯ

※2 制度導入・実施助成は、新たに制度を導入する場合に支給されます。

なお、制度導入・実施助成は、 ṕ Ṗ で、１回限りの支給となります。

※3 賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合の加算額です（賃金要件・資格等手当要件についてはP.28参照）。

※4 賃金助成の（）は大企業の場合の助成額です（中小企業・大企業の定義はP.８参照）。

なお、制度導入・実施助成は、企業規模にかかわらず、同じ助成額です。

ṇ ể ể

ṇ
ṕ Ṗשּ

ỄệỂỂ
ṕ ḱ Ṗ

成長分野等人材訓練 １０００万円

人材育成支援コース １０００万円

※ １年度とは、支給申請日を基準とし、４月１日から翌年３月３１日までのことをいいます。

※ 賃金要件・資格等手当要件達成による加算額の追加申請も含めて、各限度額を適用します。

ể ểצּ קּ

「長期教育訓練休暇制度」及び「教育訓練短時間勤務等制度」は、令和４年４月～令和９年３月までの間、
人材開発支援助成金（人への投資促進コース）のメニューの一つに位置づけられます。

人への投資促進コースでは、ể ể 2500 が設定されています。助成額がこの
限度額を超える場合は、その額までの助成額が支給されます。

一方、教育訓練休暇等付与コースについては、１事業所１年度当たりの限度額は設定されていませんが、
「教育訓練休暇制度」については、１事業主に対して１度限り助成金（30万円（賃金要件又は資格等手当要
件を満たす場合36万円））が支給されます。

6



ṨỆ

１ 事業主が同一の「制度導入・実施助成」を受給することができる回数は１回です。

２

事業主による業務命令で行う訓練等を助成対象としている人材開発支援助成金（人材育成支援コース・人への投

資促進コース（自発的職業能力開発訓練を除く）・事業展開等リスキリング支援コース）「経費助成・賃金助

成・OJT実施助成」については、「制度導入・実施助成」と同時に支給要件を満たすことはありません。

３

労働者が自発的に受講する訓練経費（事業主が負担した受講料等）を助成対象としている人材開発支援助成金

（人への投資促進コース（自発的職業能力開発訓練））「経費助成」については、「制度導入・実施助成」と助

成対象となる経費・内容が異なりますので、同時に支給要件を満たす場合は、いずれも受給することが可能です。

４
既に有給又は無給の教育訓練休暇制度（長期教育訓練休暇制度を含む。）を導入済みの事業主については、助成

対象外です。

５
過去にキャリア形成促進助成金の教育訓練休暇制度又は人材開発支援助成金の教育訓練休暇制度若しくは長期教

育訓練休暇制度を受給している事業主については、支給しません。

６

長期教育訓練休暇制度と同時に支給申請する事業主であって、教育訓練休暇制度及び長期教育訓練休暇制度とも

各支給要件を満たす場合には、教育訓練休暇制度の「制度導入・実施助成（30万円）」を支給します。

また、有給の長期教育訓練休暇を付与する事業主については、「賃金助成」も支給します。

７

過去にキャリア形成促進助成金の教育訓練休暇制度又は人材開発支援助成金の教育訓練休暇制度若しくは長期教

育訓練休暇制度を受給している事業主については、「制度導入・実施助成」は支給しません。

なお、有給の長期教育訓練休暇を付与する事業主については、「賃金助成」を支給します。

８

教育訓練休暇制度と同時に支給申請する事業主であって、教育訓練休暇制度及び長期教育訓練休暇制度とも各支

給要件を満たす場合には、教育訓練休暇制度の「制度導入・実施助成（30万円）」を支給します。

また、有給の長期教育訓練休暇を付与する事業主については、「賃金助成」も支給します。

９
新たに無給の教育訓練短時間勤務等制度を導入する場合においては、既に同程度の期間の取得が可能な有給又

は無給の教育訓練休暇（時間単位での取得が可能なものに限る。）を導入済みの事業主は、助成対象外です。

10
新たに有給の教育訓練短時間勤務等制度を導入する場合においては、既に同程度の期間の取得が可能な有給の

教育訓練休暇（時間単位での取得が可能なものに限る。）を導入済みの事業主は、助成対象外です。

※９及び10でいう「同程度」とは、１時間単位で合計30時間以上かつ30回以上の休暇取得が可能な制度を指します。

７



中小企業事業主に該当するかどうかの判断は、「主たる事業」ごとに、「Ａ 資本金の額または出資の
総額」または「Ｂ 企業全体で常時雇用する労働者の数」によって行い、Ａ、Ｂどちらかの基準に該当す
れば、中小企業事業主となります。

ただし、以下の例のような資本金等を持たない事業主は「Ｂ 企業全体で常時雇用する労働者の数」に
よって判断します。

（例）個人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、
医療法人、学校法人、社会福祉法人、労働組合、協同組合、協業組合

また、「主たる事業」は、総務省の日本標準産業分類の「業種区分」に基づきます。

主たる事業 Ａ 資本金の額または出資の総額 Ｂ 企業全体で常時雇用する労働者の数

小売業（飲食店を含む） ５,000万円以下 50人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下

卸売業 １億円以下 100人以下

その他の業種 ３億円以下 300人以下

主たる事業 該当分類項目

小売業

大分類 Ｉ（卸売業、小売業）のうち
中分類 56（各種商品小売業）
中分類 57（織物・衣服・身の回り品小売業）
中分類 58（飲食料品小売業）
中分類 59（機械器具小売業）
中分類 60（その他の小売業）
中分類 61（無店舗小売業）

大分類 Ｍ（宿泊業、飲食サービス業）のうち
中分類 76（飲食店）
中分類 77（持ち帰り・配達飲食サービス業）

サービス業

大分類 Ｇ（情報通信業）のうち
中分類 38 （放送業）
中分類 39  （情報サービス業）
小分類 411（映像情報制作・配給業）
小分類 412（音声情報制作業）
小分類 415（広告制作業）
小分類 416（映像・音声・文字情報制作に付帯するサービス業）

大分類 Ｋ（不動産業、物品賃貸業）のうち
小分類 693（駐車場業）
中分類 70  （物品賃貸業）

大分類 Ｌ（学術研究、専門・技術サービス業）

大分類 Ｍ（宿泊業、飲食サービス業）のうち
中分類 75（宿泊業）

大分類 Ｎ（生活関連サービス業、娯楽業）
ただし、小分類 791（旅行業）は除く

大分類 Ｏ（教育、学習支援業）（中分類 81,82）

大分類 Ｐ（医療、福祉）（中分類 83～85）

大分類 Ｑ（複合サービス事業）（中分類 86,87）
大分類 Ｒ（サービス業<他に分類されないもの>）（中分類 88～96）

卸売業

大分類 Ｉ（卸売業、小売業）のうち
中分類 50（各種商品卸売業）
中分類 51（繊維・衣服等卸売業）
中分類 52（飲食料品卸売業）
中分類 53（建築材料、鉱物・金属材料等卸売業）
中分類 54（機械器具卸売業）
中分類 55（その他の卸売業）

製造業その他 上記以外のすべて

（総務省・日本標準産業分類）

※ 常時雇用する労働者の数とは、２か月を超えて使用される者（実態として２か月を超えて使用されている者のほか、それ以
外の者であっても雇用期間の定めのない者および２か月を超える雇用期間の定めのある者を含む）であり、かつ、週当たり
の所定労働時間が、当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同等（現に当該事業主に雇用される通常の週当たりの所定
労働時間が40時間である場合は、概ね40時間である者をいう）である者をいいます。

Ṩệ

8



ṨỈ

Step Ễ ︣ ḭ ḱ

・次の事項などを検討し、「制度導入・適用計画届」（訓練休暇様式第１号）を作成してください。

●導入する制度の種類

●制度の導入・適用のスケジュール

●制度の内容（対象とする労働者や対象とする訓練等）

●就業規則または労働協約の記載内容 等※（規定例については、P.19、P.22、P.26参照）

※ 助成金の支給を受けるためには、制度ごとに定められた一定の要件を満たす必要があります。

ẑ ︣ טּ ḭ ︣ ︣ טּצּ ḭStep Ễ

ḭ ︣ ṕ Ṗ ︡ שּ Ḯךּאל ḭStep Ệ ḭ וֹ ךּ ︣Ḯ

Step ể ḱ ḱ

・職業能力開発推進者（P.14参照）を選任してください。

・労働組合等の意見を聴いて、事業内職業能力開発計画（P.14参照）を策定し、当該計画を雇用する労働者

に周知してください。

Step ễ ḱ

・Step２で作成した「制度導入・適用計画届」（訓練休暇様式第１号）を、主たる事業所（P.５参照）を管

轄する都道府県労働局へ提出してください。

【提出期間】制度導入・適用計画期間の初日から起算して6か月前からểּפ の間

【提出先】【提出書類】P.17を参照してください。

9

Step Ệ ṕ וֹ Ṗ

・就業規則または労働協約に制度の施行日を明記した上で、次の①～③の通り、制度を導入してください。

※ 制度施行日までに、就業規則を監督署へ届け出なかった場合などは、助成金は受給できません。

※ 事業所（あるいは事業場）が複数ある場合は、全ての事業所の就業規則（または労働協約）に導入する制度を規定

する必要がありますので、全ての事業所の就業規則を監督署に届け出る（労働協約を締結する）必要があります。



Step ệ

・Step３で提出した制度導入・適用計画に従い、被保険者に、制度を適用してください。

※ 助成金の支給を受けるためには、制度導入・適用計画期間内に、制度ごとに定められた一定の適用要件（P.18、P.21、P.25参

照）を満たす必要があります。

Step Ỉ ṕ Ṗ

・「支給申請書」（訓練休暇様式第４号）を、主たる事業所（P.５参照）を管轄する都道府県労働局へ提出

してください。

【申請期間】制度ごとに定められた日（P.20、P.24、P.27参照）の翌日から起算してỄּפ

【申請書類】制度ごとに定められた書類（P.20、P.24、P.27参照）

Step ỉ ṕ Ṗ

・労働局において支給審査の上、支給・不支給を決定（審査には一定の時間を要します）

※ 賃金等要件を満たした場合の加算額の支給を受けるためには、別途、支給申請書（賃金等要

件）を提出する必要があります（P.28参照）。

10

Step Ệ ṕ וֹ Ṗ ṕ Ṗקּ

① 常時10人以上の労働者を使用する事業主が就業規則に制度を規定する場合

⇒ 制度施行日までに、制度を規定した就業規則を労働基準監督署へ届け出てください。

② 常時10人未満の労働者を使用する事業主が就業規則に制度を規定する場合

⇒ 制度施行日までに、制度を規定した就業規則を労働基準監督署に届け出るか、

制度施行日までに、制度を規定した就業規則の実施について、事業主と労働者代表者（雇用する全て

の労働者の代表者）による申立書を作成してください。

③ 労働協約に制度を規定する事業主の場合

⇒ 制度を規定した労働協約に、労働組合と使用者の双方が署名または記名押印してください。

・制度施行日までに、「制度を規定した就業規則または労働協約」及び事業内職業能力開発計画を雇用する

労働者に周知してください。



ḱ ︣ ︡ ḭ ︣ḵ

ẑ 長期教育訓練休暇制度を導入し、有給の長期教育訓練休暇を付与する事業主の場合は除きます。

助成対象外となる例

制度導入・適用計画届の提出日： Ỉ Ị ể

就業規則または労働協約に規定した制度の施行日： Ỉ ỉ 25

Ṩỉ

ể

ḭ ︡ וֹ ךּ ךּ ḭ ︣ḵ

※常時10人以上の労働者を使用する事業主が就業規則に制度を規定する場合に限ります。

助成対象外となる例

就業規則に規定した制度の施行日： Ỉ ỉ 25

制度を規定した就業規則を監督署へ届け出た日： Ỉ Ị ể

Ễ

︡ צּ ︢ ḭ צּ ︣ḵ

ễ

Â届出済みの制度導入・適用計画の ︣ ḭ ︡ ךּ

￼ךּ פּ ךּ ḭ「制度導入・適用計画変更届」（訓練休暇様式第２

号）と変更に関する書類を併せて、主たる事業所を管轄する労働局に提出する必要があります。

Â צּ ︢ は、「支給申請書」（訓練休暇様式第４号）の提出までに、「制度導入・適

用計画変更届」（訓練休暇様式第２号）を提出してください。

Â ︡ צּ ︢ ךּ פּפּ ￼ḭ ḱ צּ ךּ

︣Ḯ צּ ︢ ḭ ￼ḭ ḱ

ךּ שּ ףּלּ ︡ךּ ︣Ḯ

Â電子申請においては、計画届が受理されていない場合、変更届の提出ができません。計画届が受理され

る前に、事前に届出が必要な変更事由が生じた場合は、変更届の提出期限までに、管轄労働局長に申し

出る必要があります。

変更届の提出期限の考え方

例１：制度導入予定日を6月5日に設定していたが、7月5日に変更する場合

→6月4日までに制度導入・適用計画変更届を提出

例２：制度導入予定日を6月5日に設定していたが、6月2日に変更する場合

→6月1日までに制度導入・適用計画変更届を提出

以下、不支給となる理由で多い要件ですので、十分にご確認ください。

11



ṨỊ

１ （雇用保険被保険者が存在する）の事業主であること。

２

都道府県労働局が受理した制度導入・適用計画に基づき、被保険者が自発的に教育訓練を受けられる教育

訓練休暇等制度を ※する事業主であること。

※ 「長期教育訓練休暇制度」については、 ︡ ךּ 事業主も助成対象となる場合があります（P.22参照）

３
制度導入・適用期間（制度施行日から３年間）内に、当該制度に基づき、雇用する被保険者に対して、一

定の教育訓練休暇等を付与する事業主であること。

４
労働組合等の意見を聴いて （P.14参照）を作成し、雇用する労働者に周知してい

る事業主であること。

５ （P.14参照）を選任している事業主であること。

６

制度導入・適用計画届の提出日の前日から起算して６か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇

用する被保険者※を ẑ אל の事業主であること。

※ この要件において、被保険者とは、雇用保険法第４条に規定する被保険者から同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び
同法第43条第１項に規定する日雇労働被保険者を除いた者をいいます。

※ 解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解
雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、被保険者の資格喪失確認の際に喪失原因が「３」と判断されるものであること。

７

制度導入・適用計画届の提出日の前日から起算して６か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、特

定受給資格者※となる離職理由のうち離職区分１Ａまたは３Ａに区分される離職理由により離職した者と

して同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における支給申請書提出日

における被保険者数で除した割合がỈṾを超えている（特定受給資格者として当該受給資格の決定が行わ

れたものの数が３人以下である場合を除く。）事業主以外の者であること。

※ 特定受給資格者とは、雇用保険法第23条第１項に規定する特定受給資格者のことをいいます。

８
有給の教育訓練休暇制度の場合、休暇取得日において、当該休暇を取得する被保険者に対して

לּ であること。

９
助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な 、ệ している事業主であるこ

と。

10

助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局長

の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、 する事業主である

こと。

次のすべての要件を満たす必要があります。

教育訓練休暇制度、長期教育訓練休暇制度および教育訓練短時間勤務等制度については、就業

規則又は労働協約に規定する必要があります。個別労働契約や慣習的に教育訓練休暇を付与する

場合は対象となりません。

︣ טּצּ ︣ḵ

12



Ṩị ךּ

13

１

不正受給（偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、もしくは受けようとす

ること）を行ってから５年以内に支給申請をした、または、支給申請日後、支給決定日までに不正受給をした事

業主

２
支給申請をした年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主

（支給申請の翌日から起算して２か月以内に納入を行った事業主を除く）

３ 提出した計画に関して管轄労働局長の補正の求めに応じない事業主

４
助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局長の求め

に応じ提出しないまたは提示しない、または管轄労働局の実地調査に協力しない等、審査に協力しない事業主

５ 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、５年間保存していない事業主

６ 支給申請日の前日の過去１年間に、労働関係法令の違反を行った事業主

７ 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主

８ 暴力団関係事業所の事業主

９
事業主または事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れが

ある団体等に属している場合

10 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主

11
助成金の不正受給が発覚した場合に行われる事業主名等の公表および助成金の返還等について、同意していな

い事業主

12
支給要件確認申立書（共通要領様式第１号）の別紙「役員等一覧」または別紙「役員等一覧」と同内容の記載

がある書類を提出していない事業主

13 支給要領に従うことについて承諾していない事業主

14
支給申請書等に事実と異なる記載又は証明（軽微な誤り（労働局長が認めた場合に限る）は除く。）を行った

事業主

15
制度導入・適用計画届（訓練休暇様式第1号)の提出前に制度を導入している事業主

※ 「長期教育訓練休暇制度」については、 ︡ ךּ 事業主も助成対象となる場合があります（P.22参照）

16 支給申請期間内に申請を行わない場合（計画届の提出期限までに計画届を提出しない場合）

17
制度導入・適用計画届（訓練休暇様式第１号）の提出日、支給申請日および支給決定日の時点において、雇用

保険適用事業所でない（または雇用保険被保険者が存在しない）事業所

次のいずれかの要件に該当する事業主は対象となりません。



（以下、事業内計画）は、自社の人材育成の基本
的な方針などを記載する計画であり、従業員の職業能力開発について、企業
の経営者や管理者と従業員が共通の認識を持ち、目標に向かってこれを進め
ることで効果的な職業能力開発を行うことが可能になり、さらに、従業員の
自発的な学習・訓練の取組意欲が高まることも期待されます。

作成した計画は従業員に周知し、職務に必要な能力や自社の育成方針につ
いて共有しましょう。

【推進者の選任に当たってのポイント】

❶ 推進者は、事業内職業能力開発計画の作成･実施や労働者への適切な相談･指導が

行えるよう、従業員の職業能力開発および向上に関する企画や訓練の実施に関する

権限を有する者を選任してください。

（例：教育訓練部門の部課長、労務・人事担当部課長など）

❷ 事業所ごとに１名以上の推進者を選任してください。

（以下、推進者）は、社内で職業能力開発の取組み
を推進するキーパーソンです。

具体的には、

・事業内職業能力開発計画の作成・実施

・職業能力開発に関する労働者への相談・指導 などを行います。

︡ ḭ ︡ ︡ 。לּ

厚生労働省が収集した実際の企業の取組事例を、ホームページで紹介しています。

ṇ ṇ פֿ ︡ ךּ ︣

※ただし、常時雇用する労働者が100人以下の事業所であって、その事業所に適任者が
いない場合などは、本社とその事業所の推進者を兼ねて選任することができます。ま
た、複数の事業主が共同して職業訓練を行う場合は、複数の事業所の推進者を兼ねて
選任することができます。

労働局またはハローワークで作成にあたっての相談を受け付けています

ṡ Ṣ

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04147.html

Ṩ10 ḱ
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Ṩ11

１ OJT

２ צּ するOFF-JT（事業主が主催した訓練に外部講師を招聘して行う場合を含む）

３ により受講させるもの

４
労働者の教育訓練休暇以外の休暇日や教育訓練短時間勤務等制度の適用日以外の日に受講するもの（休暇
日等を振り替えたとしても助成の対象とならない）
（例）労働基準法第39条に規定する年次有給休暇を取得して受講するもの

５
を身につけることを目的とするもの

（例）日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室、
普通自動車（自動二輪車）運転免許を取得するための講習 等

６

として遂行されるものを目的とするもの
（例）① コンサルタントによる経営改善の指導

② 品質管理のマニュアル等の作成や改善または社内における作業環境の構築や改善
③ 自社の経営方針・部署事業の説明、業績報告会、販売戦略会議
④ 社内制度、組織、人事規則に関する説明
⑤ QCサークル活動
⑥ 自社の業務で用いる機器・端末等の操作説明
⑦ 自社製品および自社が扱う製品やサービス等の説明
⑧ 製品の開発等のために大学等で行われる研究活動
⑨ 国、自治体等が実施する入札に係る手続き等の説明 等

７
実施目的が ︡ 内容のものךּ
（例）時局講演会、研究会、座談会、大会、学会、研究発表会、博覧会、見本市、見学会、視察旅行、

ビジネス交流会、オンラインサロン 等

８
ךּףּ צּ וֹ ףּ 、また、 ḭ当該講習を受講しな

ければ、 קּ ךּ
（例）労働安全衛生法に基づく安全衛生教育や特別教育（技能講習については、これに該当しません。）

９
職業または職務に関する知識・技能の習得を目的としていないもの
（例）意識改革研修、モラール向上研修 等

１ 、業務命令ではなくצּ ︣

２ צּ לּ

制度を活用して被保険者が受講する教育訓練については、１及び２のいずれも満たすものが対象となります。

ただし、下表「対象とならない教育訓練等の例」に該当する場合は、対象となりません。

なお、「教育訓練休暇制度」及び「長期教育訓練休暇制度」については、教育訓練に加え、職業能力検定及
びキャリアコンサルティング※も対象となります。

※ キャリアコンサルティングについては、キャリアコンサルタントが実施するものに限ります。

ךּ

16



ḱ ẑּפ ︡ פ6ּ פּ ểּפ

※ 制度導入・適用計画期間の初日とは、原則として、制度を規定した就業規則または労働協約の施行日のことです。
※ 既に長期教育訓練休暇制度を導入している場合は、計画届を提出した日の１か月後の日が制度導入・適用計画期間の初

日となります。

ṇ

ṕP.ệ Ṗ ︣

※ 労働局の窓口及び連絡先は、このパンフレットの最後のページに掲載しています。
※ 都道府県によっては、ハローワークでも受け付けている場合もあります。

① への直接提出

②
による提出

※ 提出書類が労働局に到達した日が提出日となります。消印有効ではありませんので、ご注意ください。
※ 郵送事故防止のため、簡易書留など必ず配達記録が残る方法で郵送してください。

③

システム（雇用関係助成金ポータル）による提出

※ 電子申請は、申請画面から申請様式への直接入力や申請様式のダウンロードを行うことができます。
※ 電子申請を利用するためには「GビズID」の申請・取得が必要です。

雇用関係助成金ポータルURL：https://www.esop.mhlw.go.jp/

Ṩ12

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

□ ḱ （訓練休暇様式第１号）

□ （訓練休暇様式第３号）

□ （訓練休暇様式第７号）

□ 事業所の所在等を確認できる書類（ ṇ ṇ ）

□ ︣ または労働協約（写）
※ 常時10人未満労働者を使用する事業主の場合、事業主と労働者代表者による申立書の添付が必要

□ ︡ または労働協約の （写）

︡ ךּ ṕP. 22 Ṗ

□ ︣ ṕ訓練休暇様式第５－４号）

□
※ P.22の「制度の見直しを行うなど、長期教育訓練休暇制度に基づく休暇の取得者を増加するための具体的な取組を新たに事業内職業

能力開発計画に規定すること」に該当する場合

※ 申請に当たって、計画の見直しを行っている場合は、見直し前の計画と見直し後の計画の両方を提出してください。

※これらの書類のほかに、労働局長が書類の提出を求める場合があります。

次の①～③により行うことができます。

※ 計画届の提出を電子申請システムにより行っていない場合は、当該計画届に係る変更届の手続き及び支給申請の手続き
を電子申請システムにより行うことはできません。

17



Ṩể

①

︡ の教育訓練休暇制度であること。

※ 当該制度の対象については、法令の範囲内において制度の取得のための要件を付すことや、被保険者に加えて、被保険者以外の労働

者を対象に含めることは可能です。

②

ễ ệ の取得が可能な の教育訓練休暇制度を就業規則または労働協約に制度の施行日を明

記して規定するものであること。

※ 当該制度は、労働者の自発的職業能力開発を目的として取得できる制度であることが明確なものに限ります。

③

制度を規定した就業規則または労働協約を、制度施行日までに雇用する ︣ こと。

就業規則については、制度施行日までに管轄する וֹ であること※。また、労

働協約については、制度施行日までに締結されたものであること。

※ 常時10人未満の労働者を使用する事業主の場合、制度施行日までに、制度を規定した就業規則の実施について、事業主と労働者代表
者（雇用するすべての労働者の代表者）による申立書を作成することでも可能です。

④ で取得が可能なものであること。

⑤
被保険者が業務命令でなく、 ḭ ḭ ￼ךּ פּ

קּ こと。

18

対象となる制度は、次の①～⑤の全ての要件を満たす必要があります。

ṨỄ

①

制度導入・適用計画期間（３年間）内に、企業全体で雇用する被保険者数に応じて、下記表に定める最低

適用被保険者数の被保険者にそれぞれ５日以上付与すること。

※ 時間単位で付与した場合、当該休暇を取得した被保険者の１日の所定労働時間を１日としてカウントします。

※ 被保険者の１日の所定労働時間が変動する場合（シフト制等）は、休暇取得日における所定労働時間を１日としてカウントします。

②

制度導入・適用計画期間（３年間）の初日から１年ごとの期間内に、被保険者１人以上に当該休暇を付与

すること。

※ 各年において休暇を取得した被保険者は同一人物であっても構いません。

※ 被保険者が休暇を取得した日において、被保険者が、事業主以外の行う教育訓練、職業訓練、各種検定、キャリアコンサル

ティングのいずれかを受けている必要があります（P.16参照）。

※ 被保険者が休暇を取得した日において、当該被保険者に対して賃金を適正に支払う必要があります。

※ ②で休暇を付与した被保険者数は①の最低適用被保険者数に含めることができます。

︣

ểỂỂ ệ

ểỂỂ ể

次のいずれの要件も満たす必要があります。
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A

3時間

B

1日

C

5日

D

3日

E

2日

F

5日

B

4日

D

3日

E

4日

1年目 2年目 3年目

A

3時間

B

5日

C

5日

E

6日

F

5日

3年間

② 計画期間の初日から１年ごとの期間内に１人以上

① ３年間の取得日数が５日以上の被保険者が５人以上

※Aさんは、取得日数が５日未
満なので、最低適用被保険者数
５人には計上できない。

D

6日

OK

OK OK OK

ṥ ỄṦ

100

ṕ Ṗ
○条 会社は、自発的に教育訓練を受講することを目的に、従業員から申請があった場合には、教育訓練

休暇を付与する。
２ 教育訓練休暇は有給とし、以下に定める従業員へ付与する。
３ 教育訓練休暇は、以下に定める従業員へ３年間に５日付与する。
４ 従業員は、休暇の取得予定日の●か月前までに、●●申出書により人事担当者に提出するものとする。

ṥ ểṦ

A

3時間

B

2日

1年目 2年目 3年目

B

2日

A

5日

3年間

② 計画期間の初日から１年ごとの期間内に１人以上

① ３年間の取得日数が５日以上の被保険者が１人以上

※Aさんの所定労働時間は8時間なので、
3時間＋4日＋5時間で、計5日。

※Bさんは、取得日数が５日未満
なので、最低適用被保険者数1人
には計上できない。

A

4日＋5時間

OK

OK OK OK

100



例：制度導入日（就業規則等に規定された制度の施行日）が2024年５月１日の場合

制度導入・適用計画期間は2024年５月１日から2027年４月30日であるため

2027 ệ ể פּ Ỉ 30 פ2ּ ︣Ḯ

Ṩễ ṕ Ṗ

ṕ Ṗ

□ （共通要領様式第１号）

□
ḱ

※ 既に登録している場合、提出の必要はありません。
※ 提出する場合は、口座番号が確認できる資料（通帳の写し等）を添付してください。

□ （訓練休暇様式第４号）

□ の写し
※ 常時10人未満の労働者を使用する事業主は、就業規則の実施について、事業主と労働者代表者による申立書の添付が必要

□ （訓練休暇様式第５－１号）

□ 休暇を取得した労働者が被保険者であることを確認するための書類

ṕ ︡Ṗ

□
教育訓練休暇の取得状況を確認するための書類

ṕ ︡ כֿ צּ פּ ḱ ḱ ḱ ︡Ṗ
※ 教育訓練休暇の取得日が属する月（賃金月）のものを提出してください。

□ 休暇取得者に賃金が支払われていることを確認するための書類（ ︡）
※ 教育訓練休暇の取得日が属する月（賃金月）のものを提出してください。

□
事業主以外が行う教育訓練、各種検定およびキャリアコンサルティングが事業主以外により実施されてい

ることを確認するための書類（ ḭ ）

□
教育訓練、各種検定およびキャリアコンサルティングを休暇中に実施したことを確認するための書類

（ ）

□

20צּ 30 צּ ︡

教育訓練休暇を取得する必要性を確認するための書類

ṕ צּ פּ ףּ︡ צּ פּ Ṗ

※ これらの書類のほかに、労働局長が書類の提出を求める場合があります。

ḱ ṕ פּ ễ Ṗ פּ ︡ Ễּפ

ṇ

ṕP.ệ Ṗ ︣

※ 労働局の窓口及び連絡先は、このパンフレットの最後のページに掲載しています。
※ 都道府県によっては、ハローワークでも受け付けている場合もあります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
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Ṩể

①
︡ 長期教育訓練休暇制度であること。

※ 当該制度の対象については、法令の範囲内において制度の取得のための要件を付すことや、被保険者に加えて、被保険者以外の労働
者を対象に含めることは可能です。

②

所定労働日において、30 長期教育訓練休暇が可能な制度を就業規則または労働協約に制度の施

行日を明記して規定するものであること。

※ 当該制度は、労働者の自発的職業能力開発を目的として取得できる制度であることが明確なものに限ります。

③

制度を規定した就業規則または労働協約を、制度施行日までに雇用する ︣ こと。

就業規則については、制度施行日までに管轄する וֹ であること※。また、労

働協約については、制度施行日までに締結されたものであること。

※ 常時10人未満の労働者を使用する事業主の場合、制度施行日までに、制度を規定した就業規則の実施について、事業主と労働者代表
者（雇用するすべての労働者の代表者）による申立書を作成することでも可能です。

④ 日単位で取得が可能なものであること（日単位に加え、時間単位の取得が可能な制度も対象となります）。

⑤
被保険者が業務命令でなく、 קּ כֿ Ḯ

※ これに加えて、各種検定、キャリアコンサルティングを受講できる制度であっても、差し支えありません。

対象となる制度は、次の①～⑤の全ての要件を満たす必要があります。

ṨỄ

①
所定労働日において、 30 の長期教育訓練休暇を付与すること。

※ 合計30日以上であるかについては、休暇を取得した日ごとに、休暇を取得した時間を１日の所定労働時間で除して１日単位の休暇日
数（少数第３位切捨て）に換算し、それらを合計した日数により、判断します。

② 所定労働日において、「ể Ṣの長期教育訓練休暇を10 ︡ ể 付与すること。

③
休暇取得開始日及び最終休暇取得日がいずれも制度導入・適用計画期間内であること。

※ 最終休暇取得日が制度導入・適用計画期間を超える場合は、制度導入・適用計画期間の最終日とみなします。

④

職業訓練、教育訓練、各種検定又はキャリアコンサルティングを受けた日数が、長期教育訓練休暇の取得

日数の２分の１以上であること。

※ 職業訓練、教育訓練、各種検定又はキャリアコンサルティングを同日に受けた場合は、重複計上せず、１日としてカウントします。
※ 時間単位で休暇を付与した場合、当該休暇を取得した日（暦日）を１日としてカウントします。

※ 被保険者は、制度導入・適用計画届の提出日の時点で、当該事業所における被保険者である期間が連続してỈּפ である
必要があります。

※ 有給の長期教育訓練休暇を付与する場合、申請事業主が当該被保険者に対して賃金（就業規則等で定めた有給の額）を適正に
支払う必要があります。ただし、賃金助成は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額以上の額を支払う場合
に対象となります。

次のいずれの要件も満たす必要があります。

※ 制度導入・実施助成を受給するためには、１人の被保険者で下記の①～④の全ての要件を満たす必要があります。
※ 賃金助成を受給するためには、被保険者ごとにそれぞれ下記の①～④の全ての要件を満たす必要があります。
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ṥ ễṦ נּ ṕ Ṗ

Aאל צּ 30 ︡ ︡

計画期間（3年間）
30日

○合計30日以上付与すること
○１日単位で10日以上連続して１回以上付与すること

ṕ Ṗ
△条 会社は、自発的に教育訓練を受講することを目的に、従業員から申請があった場合には、長期教育訓練

休暇を付与する。
２ 長期教育訓練休暇は有給とし、以下に定める従業員へ付与する。有給の額については、所定労働時間労働

労働した場合に支払われる通常の賃金の額とする。
３ 長期教育訓練休暇は、以下に定める従業員へ１年間に30日以上付与する。
４ 従業員は、休暇の取得予定日の●か月前までに、●●申出書により人事担当者に提出するものとする。

ṥ ỄṦ

ṥ ểṦ ︡ ךּ ךּ

本助成金は、原則として、 ︣ を対象してます。ただし、

︣ ךּ ḭ ︡ ךּ であっても対象となります。

その場合、通常の支給要件に加え、次のいずれかの要件を満たす場合、 を支給します。

この場合であっても、計画届を提出する必要があります（計画届の提出期間はP.17参照）。

①
直近のễ に長期教育訓練休暇制度を適用した ễצּ であることまたは

︡ ךּצּ 。ことךּ

②
制度の見直しを行うなど、長期教育訓練休暇制に基づく ︣

ṕP.14 Ṗ すること。

Aאל צּ 10 ︡ ễ ︡

計画期間（3年間）
10日 10日10日

○合計30日以上付与すること
○１日単位で10日以上連続して１回以上付与すること
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Aאל צּ ḭệ ︡ Ễ ḭ10 ︡ Ễ ︡

計画期間（3年間）
10日 10日５日

○合計30日付与すること ←５日＋５日＋10日＋10日＝30日
○１日単位で10日以上連続して１回以上付与すること

５日
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Aאל ḭBאל ḭCאל ễ צּ 10 ︡ ︡

計画期間（3年間）
Bさん10日 Cさん10日Aさん10日

×合計30日以上付与すること ←１人の被保険者に合計30日付与する必要があります
○１日単位で10日以上連続して１回以上付与すること

Aאל ṕ 8צּ Ṗּ10צ ︡ Ệ ễ ︡

計画期間（3年間）
10日（４時間） 10日（４時間）10日（４時間）

×合計30日以上付与すること ←４時間÷８時間×30日＝15日
×１日単位で10日以上連続して１回以上付与すること ←全て時間単位で付与している

Aאל ṕ 8צּ Ṗּ30צ ︡ Ệ ︡ ḭ
30 ︡ Ễ Ḯ ḭ 10 ︡ ︡

計画期間（3年間）
10日（日単位）30日（４時間）

○合計30日以上付与すること
←４時間÷８時間×30日＋２時間÷８時間×30日＋10日＝32.5日

○１日単位で10日以上連続して１回以上付与すること

30日（２時間）

ṥ ỆṦ טּשּ

Ｑ１ 弊社のAさんは、80日連続した教育訓練休暇を２回取得して、大学で学び直しに行く予定です。
Aさんは、週４日の時間割を組んで、休暇を取得する合計日数160日のうち、128日講義を受ける
予定しており、会社としては、講義を受けていない32日についても休暇の取得を認めようと思っ
ていますが、助成金の支給要件上、問題があるでしょうか？

Ａ１ 長期教育訓練休暇制度の適用要件の１つに「職業訓練、教育訓練、各種検定又はキャリアコンサ
ルティングを受けた日数が、長期教育訓練休暇の取得日数の２分の１以上であること」というも
のがあり、長期教育訓練休暇の取得日に、講義を受けていない日がある場合は、この要件を満た
しているかがポイントになります。

お尋ねのケースでは、長期教育訓練休暇を取得する合計日数160日のうち、128日講義を受ける
ということですので、実際の長期教育訓練休暇の実績がその通りであれば、この要件を満たして
いることになりますので、それをもって、助成対象外とはなりません。



例：支給要件を満たす休暇の最終取得日が2025年３月31日の場合

2025 Ệ ể פּ ệ 31 Ễּפ ︣Ḯ

Ṩễ ṕ Ṗ

ṕ Ṗ

□ （共通要領様式第１号）

□
ḱ

※ 既に登録している場合、提出の必要はありません。
※ 提出する場合は、口座番号が確認できる資料（通帳の写し等）を添付してください。

□ （訓練休暇様式第４号）

□
の写し

※ 常時10人未満の労働者を使用する事業主は、事業主と労働者代表者による申立書の添付が必要
※ 既に制度を導入し、賃金助成のみ申請する事業主のうち、制度の見直しを行っていない場合は提出不要

□ （訓練休暇様式第５－２号）

□
︣

賃金助成の内訳（訓練休暇様式第６号）

□ 休暇を取得した労働者が被保険者であることを確認するための書類

ṕ ︡Ṗ

□
長期教育訓練休暇の取得状況を確認するための書類

ṕ ︡ כֿ צּ פּ ḱ ︡Ṗ
※ 教育訓練休暇の取得日が属する月（賃金月）のものを提出してください。

□
︣

休暇取得者に賃金が支払われていることを確認するための書類（ ︡）
※ 教育訓練休暇の取得日が属する月（賃金月）のものを提出してください。

□
事業主以外が行う教育訓練、各種検定およびキャリアコンサルティングが事業主以外により実施されてい

ることを確認するための書類（ ḭ ）

□
被保険者が、教育訓練、各種検定およびキャリアコンサルティングを休暇中に実施したことを確認するた

めの書類ṕ ḭ ）

※ これらの書類のほかに、労働局長が書類の提出を求める場合があります。

P.21の支給要件を満たす פּ Ễּפ となります。

※休暇の最終取得日が制度導入・適用計画期間を超える場合は、制度導入・適用計画期間の最終日を最終休暇取得日とみな
します。

※有給の長期教育訓練休暇を付与する事業主であって、複数人の支給対象者がいる場合は、２人目以降の支給対象者の休暇
の最終取得日の翌日から２か月以内に ︣ または各支給対象者の休暇の最終取得日の翌日から２か月以内
に ︣ のいずれかの方法により申請することができます。

ṇ

ṕP.ệ Ṗ ︣

※ 労働局の窓口及び連絡先は、このパンフレットの最後のページに掲載しています。
※ 都道府県によっては、ハローワークでも受け付けている場合もあります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
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Ṩể

①
︡ 教育訓練短時間勤務等制度であること。

※ 当該制度の対象については、法令の範囲内において制度の取得のための要件を付すことや、被保険者に加えて、被保険者以外の労働
者を対象に含めることは可能です。

②

所定労働日において、30 （１日に複数回利用した場合は１回とみなす） の ףּ

￼ךּ ︣ כֿ צּ な教育訓練短時間勤等制度を就業規則または労

働協約に制度の施行日を明記して規定するものであること。

※ 当該制度は、労働者の自発的職業能力開発を目的として取得できる制度であることが明確なものに限ります。

③
教育訓練短時間勤務等制度による は、ể ểקּ 所定労働時間未満の範囲

でể קּ とすること。

④

制度を規定した就業規則または労働協約を、制度施行日までに雇用する ︣ こと。

就業規則については、制度施行日までに管轄する וֹ であること※。また、労

働協約については、制度施行日までに締結されたものであること。

※ 常時10人未満の労働者を使用する事業主の場合、制度施行日までに、制度を規定した就業規則の実施について、事業主と労働者代表
者（雇用するすべての労働者の代表者）による申立書を作成することでも可能です。

⑤ 被保険者が業務命令でなく、 קּ כֿ Ḯ

対象となる制度は、次の①～⑤の全ての要件を満たす必要があります。

ṨỄ

①
制度導入・適用計画期間（３年間）内に、所定労働日において、ể の所定労働時間の短縮および所

定外労働時間の免除の措置を行うこと。

②
教育訓練短時間勤務等制度を利用し受講する教育訓練については、 が行う 15

を含むものであること。

次のいずれの要件も満たす必要があります。
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ṥ ỄṦ ︣

( Ṗ
□条 従業員は、教育訓練を受講することを目的に、申し出ることにより、事業の正常な運営に支障がある場

合を除き、就業規則第●条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。
２ 申し出ようとする者は、１回につき、●か月以上●年以内の期間について、短縮を開始しようとする日及

び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として短縮開始予定日の●か月前までに、●●申出書
により人事担当者に提出するものとする。

３ 本制度の適用を受ける間の給与については、・・・・・
４ 賞与については、・・・
５ 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、・・・・

( Ṗ
１ 従業員は、教育訓練を受講することを目的に、申し出ることにより、事業の正常な運営に支障がある場合

を除き、所定労働時間を超えて労働をさせないものとする。
２ 申出をしようとする者は、１回につき、●か月以上●年以内の期間について、免除を開始しようする日及

び免除を終了しようとする日を明らかにして、原則として、免除開始予定日の●か月前までに、●●申出
書を人事担当者に提出するものとする。

ṥ ểṦ
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例：同一教育訓練機関が行う一連の15回以上の訓練を受講するために教育訓練短時間勤務等制度を
適用した最初の日が2024年６月１日である場合

2024 Ỉ Ễ פּ Ị ể פ2ּ ︣Ḯ

Ṩễ ṕ Ṗ

ṕ Ṗ

□ （共通要領様式第１号）

□
ḱ

※ 既に登録している場合、提出の必要はありません。
※ 提出する場合は、口座番号が確認できる資料（通帳の写し等）を添付してください。

□ （訓練休暇様式第４号）

□ の写し
※ 常時10人未満の労働者を使用する事業主は、事業主と労働者代表者による申立書の添付が必要

□ （訓練休暇様式第５－３号）

□ 制度を適用した労働者が被保険者であることを確認するための書類

ṕ ︡Ṗ

□
教育訓練短時間勤務等制度の適用状況を確認するための書類

（ ︡ כֿ צּ פּ ︡）

□
受講した教育訓練が事業主以外により実施されていることを確認するための書類

（ ḭ ）

□ 教育訓練を制度適用中に実施したことを確認するための書類ṕ ḭ ）

□

לּ ︣

・所定労働時間が確認できる書類（雇用契約書など）

・教育訓練短時間勤務等制度により所定外労働時間を ︡ כֿ צּ פּ

ṕ ḭ ṇ ︡ Ṗ

□

20צּ 30 צּ ︡

教育訓練短時間勤務等制度の取得の必要性を確認するための書類

（ צּ פּ ףּ︡ ︡ צּ פּ ）

※ これらの書類のほかに、労働局長が書類の提出を求める場合があります。

支給要件を満たす פּ Ễּפ となります。

ただし、制度適用・適用計画期間内であることが必要です。

ṇ

ṕP.ệ Ṗ ︣

※ 労働局の窓口及び連絡先は、このパンフレットの最後のページに掲載しています。
※ 都道府県によっては、ハローワークでも受け付けている場合もあります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
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人材開発支援助成金では、企業における賃上げの取組みを支援するため、賃金を増加させた事業主に対して
助成額を加算しています。具体的には、次の「 Ṣまたは「 Ṣのいずれかを満たした
場合、追加で助成金を支給します（加算額はP.６参照）。なお、追加支給を受けるためには、通常分の支給
申請と別に、当該要件に係る支給申請を行う必要があります。

ṕ Ṗ פּ פּ

①
労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当
（役職手当、資格手当、資格ではないが労働者の一定の能力に対する手当等）

○

②
月ごとに支払われるか否かが変動するような諸手当
（時間外手当（固定残業代を含む）、休日手当、夜勤手当、出張手当、精皆勤手当、報奨金等）

×

③
労働と直接関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当
（家族手当（扶養手当）、通勤手当、別居手当、子女教育手当、皆勤手当、住宅手当等）

×

④

諸手当に含まれないものである名称の手当であっても、月ごとに支払われるか否かが変動しないような手当
（扶養家族の有無、家族の人数に関係なく労働者全員に対して一律に支給する家族手当）
（通勤に要した費用や通勤距離に関係なく労働者全員に対して一律に支給する通勤手当）
（住宅の形態（賃貸・持家）ごとに労働者全員に対して一律に支給する住宅手当）

○

次のいずれかに該当する場合は、賃金を増額させているもの（資格等手当を支払っているもの）として認められません。
・賃金の増額（資格等手当の支払い）後、合理的な理由なく賃金の額を引き下げる（資格等手当の支払いをやめる）場合
・合理的な理由なく、賃金（資格等手当）以外の諸手当等の額を引き下げ、賃金の額を引き上げる（資格等手当を支払っ
ている）場合

対象労働者の賃金が時給や日給、出来高払い等でその月ごとに賃金が変動する場合であって、対象労働者の都合等により
労働日数が著しく少なくなった場合等、比較を行うことが適切でない場合には、「労働日に通常支払われる賃金の額」に
「所定労働日数」を乗じ、毎月決まって支払われる賃金を算出し、比較することができます。

毎月決まって支払われる賃金（以下、賃金要件及び資格等手当要件においては、「賃金」と呼びます。）について、
「教育訓練休暇制度」の場合は、制度導入・適用計画期間の最終日の翌日から起算して１年以内に、
「長期教育訓練休暇制度」の場合は、支給要件を満たす休暇の最終取得日（休暇の最終取得日が制度導入・適用計
画期間を超える場合は、制度導入・適用計画期間の最終日）の翌日から起算して１年以内に、
「教育訓練短時間勤務等制度」の場合は、支給要件を満たす制度の最初の適用日の翌日から起算して１年以内に、
ệṾ 増加させていること。

※ 賃金が５％以上増加していることについては、対象労働者ごとに、賃金改定後３か月間の賃金総額と改定前３か月間の賃金総額を比較し
て、全ての対象労働者の賃金が５％以上増加していることにより、判断します。

資格等手当の支払いについて、就業規則、労働協約又は労働契約等に した上で、
「教育訓練休暇制度」の場合は、制度導入・適用計画期間の最終日の翌日から起算して１年以内に、
「長期教育訓練休暇制度」の場合は、支給要件を満たす休暇の最終取得日（休暇の最終取得日が制度導入・適用計
画期間を超える場合は、制度導入・適用計画期間の最終日）の翌日から起算して１年以内に、
「教育訓練短時間勤務等制度」の場合は、支給要件を満たす制度の最初の適用日の翌日から起算して１年以内に、
全ての対象労働者に対して実際に当該手当を支払い、賃金をễṾ 増加させていること。

※ 資格等手当とは、職務に関連した資格、知識または技能を有している者に対して毎月決まって支払われる手当をいいます。
※ 資格等手当の支払いにより賃金が３％以上増加していることついては、対象労働者ごとに資格等手当支払い後３か月間と資格等手当支払

い前３か月間の賃金総額を比較して、全ての対象労働者の賃金が３％以上増加していることにより、判断します。

毎月決まって支払われる賃金とは、基本給及び諸手当のことをいいます（労働協約、就業規則又は労働協約等にお
いて明示されているものに限ります）。諸手当に含むか否かについては、次の通りです。

ṇể ḱ

ḱ
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ṕ ḱ Ṗ

□ （訓練休暇様式第４号）

□

□ ṇ （訓練休暇様式第12号）

□ 賃金増額改定

□ 賃金増額改定前後３か月又は資格等手当支払前後３か月の

□ 資格等手当について規定をした ḭ

※ これらの書類のほかに、労働局長が書類の提出を求める場合があります。

VṇỄ ḱ

︡ ḭ ︣ ễּפ ︡
פּ ệּפ

ṇ

ṕP.ệ Ṗ ︣

※ 労働局の担当部署及び連絡先は、このパンフレットの最後のページに掲載しています。
※ 都道府県によっては、ハローワークでも受け付けている場合もあります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
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このパンフレットの内容は令和６年４月１日現在のものです。

ẋ

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/
kyufukin/toiawase.html

雇用関係給付金 受付窓口一覧
(厚生労働省ホームページ)

※ 対象労働者が所属する雇用保険適用事業所を管轄する労働局にお問い合わせください。

労働局 担当課 電話番号

北海道労働局
雇用助成金さっぽろセン
ター６階

011(788)9070

青森労働局 職業対策課 017(721)2003

岩手労働局
職業対策課助成金セン
ター

019(606)3285

宮城労働局
職業対策課助成金セン
ター

022(205)9855

秋田労働局 訓練課 018(883)0006

山形労働局
山形労働局助成金セン
ター

023(666)3614

福島労働局 職業対策課 024(529)5409

茨城労働局 助成金事務センター 029(297)7235

栃木労働局 助成金事務センター 028(614)2263

群馬労働局 職業対策課 027(210)5008

埼玉労働局
職業対策課助成金セン
ター

048(600)6217

千葉労働局 職業対策課分室 043(441)5678

東京労働局
ハローワーク助成金事務
センター

03(5332)6926

神奈川労働局 神奈川助成金センター 045(277)8801

新潟労働局
職業対策課助成金セン
ター

025(278)7181

富山労働局 助成金センター 076(432)9172

石川労働局 職業対策課 076(265)4428

福井労働局 助成金センター 0776(22)2683

山梨労働局 訓練課 055(225)2861

長野労働局 訓練課 026(226)0862

岐阜労働局 助成金センター 058(263)5650

静岡労働局 職業対策課 054(271)9970

愛知労働局 あいち雇用助成室 052(688)5758

三重労働局 職業対策課 059(226)2111

労働局 担当課 電話番号

滋賀労働局 職業対策課 077(526)8251

京都労働局 助成金センター 075(241)3269

大阪労働局 助成金センター 06(7669)8900

兵庫労働局
職業対策課（ハローワー
ク助成金デスク）

078(221)5440

奈良労働局 助成金センター 0742(35)6336

和歌山労働局 職業対策課 073(488)1161

鳥取労働局 訓練課 0857(88)2777

島根労働局 訓練課 0852(20)7028

岡山労働局 助成金事務室 086(238)5301

広島労働局 職業対策課 082(502)7832

山口労働局 職業対策課 083(995)0383

徳島労働局 助成金センター 088(622)8609

香川労働局 助成金センター 087(823)0505

愛媛労働局
職業対策課分室（助成金
センター）

089(987)6370

高知労働局 助成金センター 088(878)5328

福岡労働局
職業対策課福岡助成金セ
ンター

092(411)4701

佐賀労働局 職業対策課 0952(32)7173

長崎労働局 職業対策課 095(801)0042

熊本労働局 助成金センター 096(312)0086

大分労働局 大分助成金センター 097(535)2100

宮崎労働局
助成金センター（ハロー
ワークプラザ宮崎内）

0985(62)3125

鹿児島労働局
職業対策課各種助成金相
談・受付コーナー

099(219)5101

沖縄労働局 沖縄助成金センター 098(868)1606

˲ Ҟ ș ἧ ǞȅǢȚǒ
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https://www.esop.mhlw.go.jp/

はこちら
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GビズIDの
取得・申請はこちら

雇用関係助成金ポータル 検索


